
東京都社会保険労務士会 公式 SNSアカウントコミュニティガイドライン 

 

１.公式 SNS アカウントの目的 

東京都社会保険労務士会(以下「当会」)は、社労士の業務、当会の取り組み及びイベント

情報等を発信することを通じ、より多くの方に社労士制度を認知いただくことを目的とし

て、次に掲げる公式 SNSアカウント(以下「各アカウント」)を運営します。 

 

【Facebook】 

https://ja-jp.facebook.com/tokyosr.jp/ 

【Twitter】 

https://twitter.com/tokyosr_ 

【Youtube】 

https://www.youtube.com/@user-oe4tk6dw8i 

 

２.本ガイドラインの適用、変更等 

このガイドライン（以下「ガイドライン」）は、各アカウントのユーザーと当会との間の

権利義務関係を定めるものです。各アカウントを利用（閲覧及び投稿を含む)する場合、ユ

ーザーにはガイドラインが適用されます。 

当会は、ガイドラインを予告なく変更することがあります。なお、当会は、事前の予告な

く各アカウントの全部または一部を変更、停止または削除することがあります。 

 

３.知的財産権等 

各アカウントに掲載されているイラスト、ロゴ、商標、画像、音声、動画及び記事等の知

的財産権その他の権利は、当会または当該権利を保有する者に帰属します。 

コメント等の投稿にかかる著作権等は、当該投稿を行ったユーザー本人に帰属しますが、

投稿されたことをもって、ユーザーは当会に対し、投稿コンテンツ等を全世界において無償

で非独占的に使用する権利を許諾したものとし、かつ、当会に対して著作権等を行使しない

ことに同意したものとします。 

 

４.注意事項 

（１）各アカウントに対するユーザーのコメント、投稿、メッセージ等(以下「コメント等」)

については、原則、返信、回答等の対応は行いません。 

（２）次に掲げる項目に該当する場合は利用をご遠慮ください。投稿内容に関係のないコメ

ント等が下記項目に該当すると当会が判断した場合、コメント等の投稿者に断りなく、

当該コメント等を全部または一部を非表示、削除、拒否するとともに、各アカウントの

ブロック等を行う場合があります。 



・当会の発信する内容に関係ないもの 

・当会の発信する内容の一部または全部を改変するもの 

・法律、法令等に違反するもの、または違反するおそれがあるもの 

・公の秩序または善良な風俗に反し、またはこれらに反するおそれがあるもの 

・政治活動、宗教活動を目的とするもの 

・広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他の営利を目的とするもの 

・著作権、商標権、肖像権等、当会または第三者の知的財産権を侵害するもの 

・人種、思想、信条等の差別を内容とするもの、または差別を助長させるもの 

・特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つけるもの 

・本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏洩する等プライバシーを害するもの 

・侮蔑的、暴力的またはわいせつなもの 

・各アカウントを利用するユーザーに合理的な理由なく、過度に嫌悪感、不快感または不

安感を抱かせるもの 

・犯罪行為等を誘発、または助長させるもの 

・虚偽もしくは事実と異なる内容を含むもの、または単なる風評若しくは風評を助長させ

るもの 

・同一のユーザーにより繰り返し投稿がなされた場合、同一内容または内容が似通ってい

るもの 

・他ユーザー、第三者等になりすますもの 

・Facebook・Twitter及び Youtubeの利用規約に反するもの 

・その他、当会が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むリンク等 

 

５.免責事項 

（１）当会は、次に掲げる事項について一切の責任を負いません。 

・各アカウントに掲載される情報の正確性については万全を期していますが、ユーザーが 

各アカウントの情報を用いて行う一切の行為 

・ユーザーより投稿された各アカウントに対する、「リプライ」、「リツイート」、「コメン

ト」等 

・各アカウントに掲載される情報を用いてユーザーが行った行為によりユーザーまたは

第三者が被った損害、損失等の不利益 

・各アカウントに関連して、ユーザー間またはユーザーと第三者間におけるトラブルや紛 

争 

・コンピュータ、インターネット回線等の障害、故障等によるユーザーの各アカウントへ 

のアクセス障害 

・各アカウントの利用に伴うデータの消失または機器の故障、損傷等 

・当会による各アカウントに掲載された情報の変更、削除等 



・当会による本アカウントの全部または一部の停止、削除等 

・第三者の不正な行為による各アカウントの改変、停止、削除等 

・その他、各アカウントを利用し、または利用できなかったことによるユーザーの損害、 

損失等の不利益 

（２）当会が各アカウントに掲載する情報は、当該掲載時点のものです。 

（３）コンテンツ等の投稿等のための通信等に関する費用はユーザーの負担とします。 

（４）各アカウントに関連して生じたユーザー間のトラブル、またはその被った損害につい

て、また各アカウントに関連して生じたユーザーと第三者との間のトラブルまたはそ

の被った損害については、当会は一切の責任を負いません。 

（５）各アカウントは、各 SNS運営会社のシステムにより提供されていますが、当会では、

各システムの機能や安全性について何らの保証をいたしません。 

（６）各アカウントに、当会以外のサイトや SNSのリンクが掲載されることがありますが、

これらのリンク先に掲載されている情報等に関して、当会は一切の責任を負いません。 

（７）上記の他、各アカウントに関連して生じたいかなる損害についても、当会は一切の責

任を負いません。 

 

６.違反行為等 

（１）ユーザーは、各アカウントの利用に際し、次に掲げる行為を行わないものとします。 

・ガイドラインに違反する行為 

・有害なプログラムの送信 

・当会と無関係なサイトへのリンクの投稿 

・スパム行為 

・各アカウントの乗っ取り、掲載内容の改変または非公開情報へのアクセス 

・他のユーザーに対する各アカウント利用の妨害 

・当会または当会会員の業務の妨害 

・その他各アカウントの運営を妨害する行為 

（２）ユーザーがガイドラインに違反し、当該違反行為により当会が損害または損失を被っ

た場合、当会は当該ユーザーに対し損害賠償請求その他の必要な措置を講じることが

あります。 

 

７. ガイドラインの周知 

本ガイドラインの内容は東京都社会保険労務士会ホームページに掲載します。 

 

８． 準拠法及び管轄裁判所 

この基準の準拠法は日本法とし，この基準に起因し又は関連する一切の紛争については、

東京地方裁判所 を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 



 

 

【お問い合わせ窓口】 

事務局業務第一課 TEL:03-5289-0751 

受付時間：月曜から金曜（年末年始・祝日除く）9時～正午、13時～17時 


